
－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和５年度実績） 

施 設 名 宇都宮市河内農業構造改善センター 

所 在 地 宇都宮市上田原町２４９番地 

根拠条例等 

宇都宮市河内農業構造改善センター条例（平成１９年条例第２５号） 

宇都宮市河内農業構造改善センター条例施行規則（平成１９年規則 

第１５号） 

設置年月日 昭和６３年２月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 農業経営及び農村生活の改善合理化並びに農村地域住民の健

康増進及び連帯感の醸成を図るとともに，市民福祉の増進と快適

な近隣社会の形成に資するため，設置する。 

業
務
内
容 

・ 施設の維持管理に関すること。 

・ 使用許可申請受付事務に関すること。 

・ 使用料徴収事務に関すること。 

開 館 時 間 
平日      午前９時から午後９時まで 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

休 館 日 
毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２７日～１

月４日） 

現在の指定管理者 公益社団法人宇都宮市シルバー人材センター 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） １２，１２７千円 

使用料（利用料金）収入 ２，８５０千円 

利用者数（のべ人数）  ２１，６１２人 

施設構造 鉄筋コンクリート造平屋建て（地上２階） 

敷地面積

（ ㎡ ） 
１４，２６８．５９㎡ 

延床面積

（ ㎡ ） 
１，４９７．９７㎡ 

 

 



－２－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

大会議室兼体育室 ― ６６１．８５㎡ 

研修室 ― １０３．４７㎡ 

和室 ― ５０．４３㎡ 

食品加工室 ― ５２．０５㎡ 

図書資料室・農業情報室 ― ７１．０７㎡ 

卓球室 ― ７５．６３㎡ 

事務室 ― ２１．７５㎡ 

テニスコート（３面） ― 
２６０㎡ 

(うち１面はﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ兼用) 

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 宇都宮市河内農業構造改善センター減免取扱要綱第３条に基

づく使用料減免の内容は下表のとおり 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和３年度 

障がい者，介助者 １件 １千円 

障がい者団体 ０件 ０千円 

市長が認めるもの ２１件 ２８千円 

小 計 ２２件 ２９千円 

令和４年度 

障がい者，介助者 ０件 ０千円 

障がい者団体 ２４件 ３９千円 

市長が認めるもの １２件 １５千円 

小 計 ３６件 ５４千円 

令和５年度 

障がい者，介助者 ０件 ０千円 

障がい者団体 １２件 ２１千円 

市長が認めるもの １１件 １４千円 

小 計 ２３件 ３５千円 

合 計（過去３年度） ８１件 １１８千円 
 

 


